
政
令
第
百
三
十
九
号

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
一
条
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

三
十
二
条
第
一
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
六
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
の
間
の
出
産
に
係
る
出
産
育
児
一
時
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

被
保
険
者
若
し
く
は
日
雇
特
例
被
保
険
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
が
平
成
二
十
一
年



十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
出
産
し
た
と
き
に
支
給
す
る
出
産
育
児
一
時
金
又
は
家
族
出

産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て
の
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
三
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三

十
九
万
円
」
と
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
の
間
の
分
べ
ん
に
係
る
出
産
育
児
一
時
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
又
は
被
扶
養
者
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
分
べ
ん
し
た
と
き
に
支
給
す
る
出
産
育
児
一
時
金
又
は
家
族
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て
の
第

十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
三
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
九
万
円
」
と
す
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
三
十
四
条
の
五
」
を
「
第
三
十
四
条
の
六
」
に
改
め
る
。



（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
七
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

加
え
る
。

附
則
第
三
十
四
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
の
間
の
出
産
に
係
る
出
産
費
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
四
条
の
六

組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
又
は
被
扶
養
者
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
出
産
し
た
と
き
に
支
給
す
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
の
三
の
七

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
三
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
九
万
円
」
と
す
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
四
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
る
。



附
則
第
七
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
の
間
の
出
産
に
係
る
出
産
費
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
十
五
条
の
三

組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
又
は
被
扶
養
者
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
出
産
し
た
と
き
に
支
給
す
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の
四
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
三
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
九
万
円
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


